
　電力やガス、食料品などの価格高騰による負担増を踏まえ、
特に家計の影響が大きい住民税非課税世帯に対し、
１世帯当たり３万円をプッシュ型で給付します。
問合先　非課税世帯支援給付金窓口
　☎０６(６９０２)６２８４
※受付は平日午前９時～午後５時30分

対象
　基準日（５年６月１日）時点
で世帯全員の５年度分の住民
税均等割が非課税である世帯
※住民税が課税されている人の
扶養親族等のみからなる世帯
を除く
①支給のお知らせが届いた世帯
の申請方法
　原則申請不要ですが、お知ら
せ内容を必ず確認し、振込先
の変更を希望する人、受給を
辞退する人、支給要件を満た
さない可能性がある人はお問
い合わせください。
支給のお知らせ発送時期
　６月30日㈮
※お知らせには振込先・振込予
定日などを記載
送付対象
　支給対象の可能性がある世帯
のうち緊急支援給付金（５万
円）を世帯主口座で受給した
世帯

②支給要件確認書が届いた世帯
の申請方法
　内容を確認し、必要事項を記
入の上９月29日㈮までに同封
の返信用封筒にて返送（消印
有効）
支給要件確認書の発送時期
　７月中旬以降順次
送付対象　門真市で支給要件を
確認できる次の世帯など
◦緊急支援給付金（５万円）を
世帯主名義以外の口座で受給
◦緊急支援給付金（５万円）を
門真市で受給していない
◦１月２日以降の転入者を含む
世帯
※代理確認（受給）は確認書に
同封する案内を参照
支給時期
①支給のお知らせが届いた世帯
…７月下旬
②支給要件確認書が届いた世帯
…確認書の受付から１カ月程
度
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　申請時点で門真市に住民登録
がある世帯で、物価高騰の影響
により予期せず５年１月～９月
の家計が急変し、世帯全員の収
入が住民税均等割非課税世帯に
準じる世帯
※住民税が課税されている人の
扶養親族等のみからなる世帯
を除く

※定年退職による収入の減少や
あらかじめ収入がないことが
明らかな場合は対象外

申請方法
　申請書と申立書に必要事項を
記入し、添付書類とあわせて
７月18日㈫～９月29日㈮に直

接または郵送（消印有効）
※申請書類は窓口に設置または
市ホームページからダウンロ
ード、申出により郵送も可
添付書類
①給与明細書や帳簿などの５年
１月～９月の任意の１カ月の
収入がわかる書類
②世帯主の本人確認書類の写し
③通帳などの振込口座が確認で
きる物の写し
支給時期
　申請書の受付から１カ月程度
※審査により不支給となる場合
あり
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家計急変世帯住民税非課税世帯
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　市や内閣府を装い不審な電話などがあった場合は、すぐ
にご連絡ください。
◦ATMの操作をお願いすることはありません
◦手数料の振り込みを求めることはありません
問合先　消費生活センター　☎０６(６９０２)７２４９
　　　　門真警察署　☎０６(６９０６)１２３４

給付金をかたった詐欺にご注意ください

非課税世帯３万円給付金非課税世帯３万円給付金
（物価高騰に伴う非課税世帯支援給付金）（物価高騰に伴う非課税世帯支援給付金）

市役所の時間外・日曜相談窓口（７月）
相談内容 とき 持ち物・業務内容・問合先など

マイナンバー

９日㈰・30日㈰
午前９時～正午
21日㈮
午後５時30分～７
時

業�務内容　マイナンバーカードの
交付・再交付、電子証明書の発
行・更新、暗証番号の再設定・
ロック解除、マイナンバーに関
する相談
※�混雑時には待ち時間が発生する
ことがあります。予めご了承く
ださい
相談・問合先　市民課
　☎０６(６９０２)５８２１

国民年金 30日㈰
午前９時～正午

持�ち物　基礎年金番号通知書また
はマイナンバーカードなど
※�離職した人、代理人の申請時は
別途必要書類あり
問合先　市民課
　☎０６(６９０２)６００５

市税、国民健
康保険料、後
期高齢者医療
保険料納付

30日㈰
午前10時～午後３
時
28日㈮・31日㈪
午後５時30分～７
時30分

持�ち物　運転免許証など本人確認
ができる物
相談・問合先　収納課
　☎０６(６９０２)５９３５
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送
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問合先　魅力発信課
　☎０６(６９０２)５６０５

■Android版

■iOS版カ タ ロ グ 　 ポ ケ ッ ト

10言語対応の「広報かどま」を
デジタルブックで配信しています。

にほんごがわからないひとへ

You can read “kadoma city News” 
in 10 languages by the application.

７月11日㈫に振り込み 児童扶養手当７月期（５月・６月）分　こども政策課　☎０６(６９０２）６１８６
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